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１．組織の概要 

 

１－１ 投資法人の概要 

組織名称   ユナイテッド・アーバン投資法人（以下、「UUR」という。） 

上場日    2003 年 12 月 22 日 

代表者    執行役員 衛門 利明 

所在     東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号城山トラストタワー18 階 

事業の概要  不動産等及び不動産信託受益権への投資及び運用 

資産規模   対象物件数 32 件 

       取得合計価格 1,281 億 64 百万円 

       2023 年 4 月 1 日現在 

 

 

１－２ 投資法人の運用方針 
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１－３ 投資法人の運用戦略

 

 

１－４ 投資法人の仕組み 
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１－５ 資産運用会社の概要 

ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社（以下、「JRA」という。）は、不動産投資

信託（J－REIT）の資産運用会社として、2001 年 12 月 4 日に設立され、ユナイテッド・

アーバン投資法人の資産運用業務を行っております。 

JRA 株主は、丸紅株式会社 100%となっており、丸紅の社是「正・新・和」の精神に則

り、役職員一人ひとりが環境・社会・ガバナンス（ESG）に対して高い意識を持って資産

運用業務に携わるとともに、それらを通じ、UUR の持続的な成長並びに投資主価値の極

大化を実現していく方針です。 

 

組織名称   ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 

設立     2001 年 12 月 4 日 

代表者    代表取締役社長執行役員 馬躰 純一 

所在     東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号城山トラストタワー18 階 

事業内容   金融商品取引法第 28 条第 4 項に基づく投資運用業 

資本金    425,000,000 円 

登録・免許  宅地建物取引業者免許 免許番号：東京都知事(5)第 80442 号 

       取引一任代理等認可  認可番号：国土交通大臣認可第 15 号 

       金融商品取引業者登録 登録番号：関東財務局長(金商)第 336 号 

加入協会   一般社団法人投資信託協会 

       一般社団法人不動産証券化協会 
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２．エコアクション２１認証・登録範囲 

 

 オフィス・居住用施設（複合用途を除く）の不動産等及び不動産信託受益権への

投資、運用及び管理 

ユナイテッド・アーバン投資法人では、2023 年 4 月 1 日現在、オフィス・商業

施設、ホテル、物流施設、居住施設等の合計 32 物件の不動産等及び不動産信託受

益権への投資、運用を行っております。 

ポートフォリオのうち、今回の認証・登録範囲は以下に限定したものであり、

「エコアクション 21 ガイドライン 2017 年版」に基づき 4 年以内に対象範囲を拡

大する方針です。 
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３．環境経営方針 

 

 

 

 サステナビリティ方針 

私たちユナイテッド・アーバン投資法人およびその資産運用会社であるジャパン・リート・

アドバイザーズ株式会社は、誰ひとり取り残されることなく人類が安定してこの地球で暮ら

し続けることを目指して策定された持続可能な開発目標（SDGs）を⽀持しており、環境、

社会及び経済における課題解決⼜は新しい価値の創造への取り組み（以下、「サステナビリ

ティ推進活動」といいます。）を通じて、持続可能で  多様性と包摂性のある社会を実現する

ことを目指します。  

サステナビリティ推進活動を実践するための指針として、以下のとおり、「サステナビリテ

ィ方針」を定めます。  

1. 気候変動への対応 

私たちは、持続可能性及び資源効率性の観点から資源・エネルギーの効率的な利用

を積極的に推進し温室効果ガスの削減に努めるとともに、環境に配慮した技術やシ

ステムの導入等により脱炭素社会の実現に努めます。 

2. 環境負荷の低減と循環型社会の実現 

私たちは、自然環境の保全及び生物多様性の保護のため、事業活動が環境へ及ぼす
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影響について継続的に検証を行い、環境負荷の低減に努めるとともに、リデュース

（廃棄物の発生抑制や節水）、リユース（資源の再利用）及びリサイクル（廃棄物

や水資源の再資源化）を推進することで、循環型社会の実現に努めます。 

3. 持続可能な都市の実現及び地域社会への貢献 

私たちは、包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市の実現のため、地震、水災害に

よる被災者や経済損失を減少させるとともに、地震や水災害による災害を予防する

街づくりの進展に努めます。 

また、地域社会に属する一員として、地域コミュニティの活性化、地域行政への貢

献などの地域社会の課題解決に向けた活動に取り組みます。 

4. 人権の尊重 

私たちは、「国際人権章典（国際連合）」などの人権に関わるすべての国際規範を

⽀持します。私たちは、人権を尊重し、人種・信条・宗教・国籍・年齢・性別・出

身・心身の障害・性的指向・性自認などを理由とするあらゆる差別や、強制労働・

児童労働などの非人道的扱いを容認せず、それぞれの個性を尊重し、認め合い、

個々の能力を最大限に発揮して参画する組織の実現を目指します。万一、私たちの

事業活動において人権への負の影響が生じている事実が判明した場合は、是正に向

けて適切な対応をとることで、人権尊重への責任を果たしていきます。 

5. 良好な労働環境の形成 

私たちは、「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言（国際労働機

関）」「子どもの権利とビジネス原則（国連児童基金他）」などの労働者の人権に

関わる国際規範を⽀持し、強制労働並びに児童労働の禁止、結社の自由、団結権及

び団体交渉権、同一労働同一賃金、雇用差別の撤廃等の労働者の権利を尊重しま

す。 

また、私たちは適用される労働関係法令を遵守し、最低賃金を遵守して生活賃金以

上の⽀払いに配慮する、不当な賃金の減額を行わない、過度な長時間労働を禁止す

る等の職場の安全・衛生を確保し良好な労働環境を形成するための不断の努力を行

います。さらに、各種ハラスメントを許容せず、各種ハラスメントの予防や解決に

向けて取り組みます。 

6. ステークホルダーとの連携と協働 

私たちは、様々なステークホルダーの皆様との対話・協議・連携を通じてステーク

ホルダーの皆様がサステナビリティ推進活動に関して有する関心、ニーズ及び期待

を把握することに努めるとともに、ステークホルダーの皆様とともにサステナビリ

ティ推進活動に取り組むことで、持続可能な社会の実現に努めます。 

7. 社内体制の構築と役職員等の生産性と働きがいの向上 

私たちは、本方針に基づく取組みを推進するために適切な社内体制を構築し、サス

テナビリティ推進活動を組織的、戦略的に実践するとともに、役職員に対する教育

及び啓発活動を行うことで役職員の意識と知識の向上に努め、サステナビリティ推
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進活動の質や効率性の向上を図ります。 

また、多様化や技術の向上、イノベーションを通じ、事業及び業務の生産性と働き

がいの向上に努めます。 

8. 法令遵守及び公正な事業慣行への対応 

私たちは、サステナビリティ推進活動の実践に際して、社会規範や適用法令を遵守

するとともに、法規制の動向を注視し、高い倫理観をもって適切に行動します。ま

た、あらゆる形態の汚職、贈収賄等を容認せず、マネーローンダリング、テロリズ

ム等の組織犯罪への対策を適切に実施し、腐敗防止に努めます。 

9. 情報開示 

私たちは、サステナビリティ推進活動に関する活動内容その他について、投資家等

のステークホルダーに対する積極的な情報開示に努めます。 

 

上記各項目に掲げるパフォーマンスを向上させるため、本方針の⾒直しやサステナビリティ

推進活動の充  実⼜は改善に継続して取り組みます。 

 2022 年 3月17日制定 

ユナイテッド・アーバン投資法人 

執行役員 衛門 利明 

 

また、持続可能な社会の構築のためには、本投資法人による取り組みに留まらず、本投

資法人の保有物件等に関し、多様な業務を受託しているサプライチェーンの理解と協力に

よって、より高い実効性が得られるものと考えております。こうした考えから、本投資法

人のサプライチェーンを担っているステークホルダーによる ESG への取り組みをサポー

トすることを目的として以下「サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針」を

制定しております。 

 

 サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針 

 

1. 本投資法人は、自らがサステナビリティへの取り組みを強化するに留まらず、そのサプ

ライチェーンにおけるサステナビリティへの取り組み強化をサポートし、地球環境に配

慮した健全で持続可能な社会の構築を目指してまいります。 

2. 本投資法人は、次頁の『サプライチェーンにおけるサステナビリティガイドライン』を

定め、取引先に対して、その順守に対する理解と協力を求め、取引先と共により実効性

の高いサステナビリティの取り組みを推進してまいります。また、同ガイドラインの浸

透を図るためコミュニケーションのみならず、取引先訪問の際に、必要に応じて助言、

要請、指導や優良事例の共有を行うなど、取引先のキャパシティ・ビルディングに取り

組みます。 

3. サプライチェーンにおけるサステナビリティガイドライン 
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１） 法令順守 

・当該国および取引に係る諸国の関連法令を順守する。 

２） 人権尊重 

・人権を尊重し、差別・各種ハラスメント・虐待などの非人道的な扱いをしない。 

・児童労働、強制労働を行わない。 

・従業員の労働時間と休日・休暇を適切に管理し、過度な時間外労働を禁止する。 

・法定最低賃金を遵守するとともに、生活賃金以上の⽀払に配慮する。 

・労使間協議の実現手段としての従業員の団結権および団体交渉権を尊重する。 

３） 環境保全 

・気候変動問題の重要性を認識し、適切に対応する。 

・自然環境を保護する。 

・環境への負荷を低減し、汚染を防止する。 

４） 公正取引 

・公正な取引を行い、自由な競争を阻害しない。 

・贈賄や違法な献金を行わず、腐敗を防止する。 

５） 安全衛生 

・職場の安全・衛生を確保し、労働環境を保全する。 

６） 品質管理 

・商品やサービスの品質・安全性を確保する。 

７） 情報開示 

・上記を含め、会社情報を適宜適切に開示する。 

4. 本投資法人は、本方針のうち、労働基準を満たさない取引先への対応手順を以下のとお

り制定しています。 

ⅰ）本方針のうち、労働基準に関する１）法令順守、２）人権尊重、５）安全衛生を満

たさないことが明らかになった取引先に対して、必要に応じ、 

 ・事実確認 

 ・事実である場合、その背景および改善策の報告、 

を要請する。また、状況に応じて当該取引先を訪問する。 

ⅱ）改善策が不十分と判断される場合には、更なる施策実施を要請する。 

ⅲ）上記ⅰ）〜ⅱ）を実施してもなお、改善策が進捗しない状況が続く場合は、取引の

継続可否を検討する。 

以上 

  

 （2017 年 11月24日制定） 

（2019 年 11月15日改訂） 

（2022 年 3月17日改訂） 
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気候変動に対する現状認識 

 

 昨今、世界では気候変動をはじめとする環境課題が深刻化しています。日本国内でも異

常気象による大規模な自然災害が頻発し、経済・社会活動に大きな影響をもたらしていま

す。国際社会が強調して地球規模の気候変動に対応すべく、パリ協定が 2015 年「国連気

候変動枠組み条約国会議（COP）」で合意されました。パリ協定の枠組みの下、温室効果

ガス（GHG）排出量削減に向けて民間セクターが果たすべき役割への期待とニーズが高ま

っています。 

 JRA では、今や気候変動への対応は UUR のポートフォリオ運用において看過できない

重要課題であると考えています。気候変動に伴い生ずるリスクや機会を十分に認識し、広

範にわたる全てのステークホルダーの皆様にとって持続可能な社会の実現に向けて、不動

産投資運用を通じた気候変動への取り組みを継続的に推進してまいります。 

 

 

気候変動に関する方針 

 

 UUR 及び JRA では、気候変動に対する現状認識を踏まえ、2012 年に策定した「環境方

針」を改め、2022 年に「サステナビリティ方針」を策定しました。環境、社会及び経済に

おける課題解決⼜は新しい価値の創造への取り組みを実践するための指針として定めた

「サステナビリティ方針」では、気候変動への対応、環境負荷の低減と循環型社会の実

現、持続可能な都市の実現及び地域社会への貢献、人権の尊重のほか、ステークホルダー

との連携・協働や社内体制の構築等についての取組み方針も明記しています。 

 特に、気候変動への対応については、持続可能性及び資源効率性の観点から資源・エネ

ルギーの効率的な利用を積極的に推進し、温室効果ガスの削減に努めるとともに、環境に

配慮した技術やシステムの導入等により脱炭素社会の実現に努めていくことを掲げていま

す。 
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４．サステナビリティ推進体制 

 

 

 

４－１ サステナビリティ委員会 

・重要課題（サステナビリティ）及び行動計画・目標の進捗状況を把握し、マテリアリテ

ィ及び行動計画・目標に対する施策の検討、立案及び決定を行います。 

・年 4 回以上開催 

・サステナビリティ委員会の委員長は、年に 1 回以上、インベストメント委員会、コンプ

ライアンス委員会、取締役会及び受託投資法人役員会に対し、サステナビリティ委員会

の活動状況について報告を行います。 

 

４－２ サステナビリティ戦略室 

・サステナビリティ推進活動を機動的、実践的にかつ、より戦略的に実践することを目的

とし、JRA における専任組織として「サステナビリティ戦略室」を設置しています。 

・サステナビリティ推進活動に関する戦略の策定、委員会事務局としてサステナビリティ
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委員会の運営等を行います。 

 

４－３ 省エネ推進委員会 

・UUR のエネルギー使用の合理化を行うことを目的として、JRA において省エネ推進委

員会を設置しています。 

・省エネ推進委員会の構成員や開催要件等の詳細については、『ユナイテッド・アーバン

投資法人 エネルギー使用の合理化に関する管理規定』において確定しています。 
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５．重要課題（マテリアリティ）への対応 

 

UUR では、ESG に関するさまざまな課題の中で、不動産投資信託（J-REIT）として検

討すべき課題を抽出しています。これらの課題は、UUR の資産特性や運用方針、外部の

ESG 評価や社会動向等を考慮した上で、JRA のサステナビリティ委員会が、外部専門家の

意⾒を踏まえて抽出したものです。 

 これらの課題のうち、特に取組みを強化すべき課題を「重要課題（マテリアリティ）」

として特定し、それぞれについて行動計画・目標の設定・成果のモニタリングを行い、次

年度の行動計画・目標を適宜⾒直ししています。 

 

５－１ 重要課題（マテリアリティ）への対応プロセス 
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５－２ 重要課題（マテリアリティ）と設定した行動計画・目標 
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６．環境経営目標 

 

６－１ 中期目標 

 

※化学物質排出把握管理促進法における PRTR 制度の第一種指定化学物質は使用していない。 

※物件毎に使用している電力会社の調整後排出係数を使用。 
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６－２ 2023 年 4〜6 月の目標 

 

※化学物質排出把握管理促進法における PRTR 制度の第一種指定化学物質は使用していない。 

※物件毎に使用している電力会社の調整後排出係数を使用。 
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７．環境経営計画に基づき実施した取組み 

 

７－１ エネルギーの消費・管理 

・再生可能エネルギーへの切替え 

✓ UUR では、「エネルギーの消費・管理・再生可能エネルギーの活用」を重要課題

（マテリアリティ）として特定し、中長期行動目標として「①2030 年までにポートフ

ォリオのスコープ 1 及びスコープ 2 の温室効果ガス（GHG）総排出量を 42%削減

（2021 年対比）、②2050 年までにバリューチェーン（スコープ 3）を含む温室効果ガ

ス（GHG）総排出量をネットゼロにする。」を掲げています。 

✓ 目標達成に向けて、2020 年から電力メニューの切替えを行っています。 

 

 

・環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）構築・運用 

✓ UURでは、物件に設置したスマートメーターやパートナー企業からの情報提供を通

じて、毎月、保有物件の消費エネルギーデータ、水消費量、廃棄物量をデータベース

に蓄積し、外部のエネルギー専門家に集計、分析を委託し、保有物件の環境負荷低減

に向けた取組み状況の PDCA サイクルを実施しています。 

✓ 電気使用量の計測結果に基づき、電気使用量が相対的に多いホテルや商業施設を中

心に、JRA 経営企画部サステナビリティ戦略室がエネルギー専門家と毎年省エネ診断

を行います。 

✓ 診断の 1 年後にはフォローアップ診断を実施、省エネ効果を確認すると共に、パー

トナー企業と一体となってその改善策を実践しています。 
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✓ また、各物件において省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法律）で規

定されている管理標準（設備運用マニュアル）を定期的に⾒直し、継続的な省エネに

努めています。 

 

 

７－２ 環境負荷の低減（水資源・廃棄物） 

・水資源の有効利用・再利用 

 UUR では、節水設備を積極的に導入すると共に、効果が大きい物件においては水を再

生利用する設備を設置し、水使用量の削減と効率利用を実践しています。 

 

・海面ろ過装置活用による上下水道使用量・水道料金の削減 

 ロワジールホテル＆スパタワー那覇では、地盤に浸透した海水をろ過する設備を導入

し、上下水道の使用量を大幅抑制することで、水道料金と環境負荷の低減を実現してい

ます。 
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７－３ 環境パフォーマンスの認証・評価取得 

・責任投資原則（PRI）への署名

 

 

・TCFD 提言への賛同 
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・UNGC への署名 

 

 

・SBT 認定を取得 
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・環境認証取得への取組み 

 UUR では、保有する不動産の環境・社会配慮の状況について客観性や信頼性を高める

ため、第三者による外部認証や評価の取得を進めています。UUR における、外部認証等

（DBJ Green Building、CASBEE-不動産、BELS）の取得割合は以下の通りです。UUR

では、今後保有物件における外部認証等の取得割合を引き上げていく方針です。 
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・GRESB 評価の取得 

 

 

 

７－４ テナントとの環境配慮における協働 

・グリーン契約の標準化 
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・グリーンリースを通じた連携、協働 

 
８．環境関連目標の実績・次年度の計画・目標 

 

８－１ 環境経営目標の実績・評価 

① CO2総排出量（調整後）：実績 3,264.64t-CO2（前年同月比▲3.45％）が計画値

（4.67％以上削減）に届かなかった為、未達成であるが、今後、非化石証書購入

により改善する予定 

② 水使用量原単位：計画 1.0％以上削減に対し、結果 29.67％削減で達成（データ充

足していない大阪十三、ﾌｫｰｼｽﾞﾝﾋﾞﾙ、ﾘｰﾗﾋｼﾞﾘｻﾞｶを調整すると結果 12.45％削

減） 

③ 廃棄物排出量：法令等を遵守した適切な廃棄物処理の把握 

④ 環境認証取得カバー率：2023 年 6月末時点、計画 76.3％に対し結果 75.6％

（▲0.7P）で未達成 

⑤ オフィスビルのグリーンリース契約対応率：2023 年 6月末時点、計画 60.1％に

対し結果 49.3％（▲10.8P）で未達成 
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８－２ 目標達成に向けた 2023 年度の計画・目標 

① 二酸化炭素（温室効果ガス）排出量の削減 

以下手法等を用いたポートフォリオのスコープ１及びスコープ２の温室効果ガス

総排出量 4.67％削減（2022 年度比）を目標とします。 

・非接触型流量計を活用した使用量の可視化による削減 

・LED 照明への切替（継続実施） 

・高効率空調システムへの更新 

・トラッキング付非化石証書の購入（継続実施） 

・オフサイトでの太陽光発電による C-PPA 導入検討 

② 廃棄物排出量の削減 

まずは法令等を遵守した適切な廃棄物処理の把握を目標とします。 

③ 水使用量の削減 

以下手法等を用いたポートフォリオ全体の水使用量 3.0％削減（原単位＜延床面積

＞ベース、2020 年対比）を目標とします。 

・非接触型流量計を活用した使用量の可視化による削減 

④ 自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善 

ⅰ）外部環境認証取得カバー率 80%（延床ベース） 

 

ⅱ）2030 年までにグリーンリース契約対応 100%（延床ベース） 

UUR は、「テナントとの環境配慮における協働」を重要課題（マテリアリティ）

の一つとして設定し、その課題解決に向けた行動目標として「2030 年までにグリ

ーン契約対応 100%」を掲げております（2023 年 6 月時点契約対応：49.3%）。 

オフィス用途の新規テナントに対しては、賃貸借契約書の定型フォーマットにグ

リーンリース条項を記載した条文を挿入することで、新規契約締結時にグリーンリ

ース対応件数を積上げてまいります。 
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主な環境関連法規 

 

2023 年 6 月 30 日時点での事業活動における環境関連法規については、法令遵守状況

の把握に努めており、対象期間において法令違反はなく、関係当局からの違反・指導等

及び訴訟の存在はございません。 
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サステナビリティ委員会における報告及び評価 

 

CO2総排出量（調整後）は、実績が計画削減値に届かなかった為、今後、非化石証書購

入により改善する予定。 

水使用量は、適切に削減できた。 

廃棄物排出量は、廃棄物量の把握を進めた。 

環境認証取得カバー率は、実績が取得計画から若干遅れた。 

オフィスビルのグリーンリース契約対応率は、実績が計画値に届かなかった。 

 

代表者における全体の評価と見直し・指示 

 

 全体の評価 

着実に目標の進捗管理をし、達成に向けた取り組みを実施していることを確認した。 

 見直し・指示等 

継続して目標達成に向けた計画及び改善計画を実施すること。 

環境データの月次収集は、管理会社との連携を深め、着実なデータ収集に努めるこ

と。 

グリーンリース対応比率の低下は、新規取得物件の既存賃貸借契約がグリーンリース

未対応だったことに起因するが、今後は新規賃貸借契約の締結による比率向上に加

え、契約条件変更のタイミングにおいても賃借人との間でグリーンリース条項につい

て協議し、同条項の追加に努めること。 


